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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年７月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２８年１０月２１日 ０６時００分ごろ 

発生場所 山形県庄内橋上流の最上川 

 竹田三等三角点から真方位２７０°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３８°５１.３′ 東経１３９°５６.７′） 

事故の概要  漁船西
にし

丸は、川の流れに乗じて北進中、転覆した。 

 西丸は、船長が落水して死亡した。 

事故調査の経過  平成２８年１０月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 西丸、１.１８トン 

 ＹＭ６－３８５（漁船登録番号）、個人所有 

 ７.０８ｍ×１.５８ｍ×０.４８ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、漁船法馬力数３０、昭和５２年８月３１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２７年１月１６日 

  免許証交付日 平成２７年１月１６日 

         （平成３２年１月１５日まで有効） 

甲板員 男性 ６８歳 

 海技免状等 なし 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３、視界 良好、 

気温 １２.２℃ 

水象：水位 ０.７４ｍ（山形県酒田市遊摺部
ゆ す る べ

） 

日出時刻：０５時５３分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成２８年１０月２１日０５

時５５分ごろ、かに籠漁の目的で、酒田市の庄内橋上流約８００ｍの

最上川左岸にある係留場所を発し、漁場である下流に向かった。 

本船は、浅所を通過する際に一旦船外機を停止させてチルトアップ

し、川の流れに乗じて水深が深いところへ移動した。 
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本船は、船長が、船外機を始動しようとしたものの始動できず、流

れが速く、また、渦を巻いている所に向かって流され、甲板員が船首

部でボートフックを使用して川底に沈んでいた流木を避けようとした

ものの、０６時００分ごろ同流木に接触して転覆した。 

船長及び甲板員は、落水し、甲板員が自力で近くの中州に泳ぎ着い

たが、船長が行方不明となった。 

 本船は、転覆した状態で浅所に引っ掛かっていたところ、後日、陸

揚げされた。 

 船長は、後日、本事故発生場所の下流約１０kmの最上川で発見さ

れ、溺死の疑いと検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、平成２７年１月に小型船舶操縦免許を取得し、本船を使用

してかに
．．

籠漁を行っていた。 

甲板員は、平成２７年秋ごろから船長の依頼があった際に、本船に

乗船してかに
．．

籠漁の手伝いを行っていた。 

本船は、船長が船尾部で船外機の操作を行っていた。 

甲板員は、例年に比べて最上川の水量が少なかったが、流れが速か

ったと本事故後に思った。 

船長及び甲板員は、救命胴衣を着用していなかった。 

本船が行っていたかに
．．

籠漁は、最上川でもくずがに
．．．．．

を採捕するもの

で、毎年９月から１２月末までが漁期であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 本船は、庄内橋上流の最上川において、船外機を停止させた状態で

川の流れに乗じて北進中、船外機を始動できなかったことから、流れ

が速い所に流され、川底に沈んでいた流木を避けることができず、同

流木に接触して転覆したものと考えられる。 

本船は、船長が、船外機を始動しようとしたものの、始動できなか

ったものと考えられるが、船長が本事故により死亡していることか

ら、その状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、庄内橋上流の最上川において、船外機を停止さ

せた状態で川の流れに乗じて北進中、船外機を始動できなかったた

め、流れが速い所に流され、川底に沈んでいた流木を避けることがで

きず、同流木に接触して転覆したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・定期的に船外機の点検及び整備を実施し、発航前の検査を行うこ

と。 
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 ・暴露甲板に乗船している者は、救命胴衣を着用することが望まし

い。 

 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図使用 

 

× 竹田三等三角点 

山形県酒田市 

庄内町 

事故発生場所 

（平成２８年１０月２１日 

 ０６時００分ごろ発生） 
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